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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―審理期間別代理人

弁護士の関与の有無及び遺産の価額別―全家庭裁判所 

第 51表 

１ ３ ６ １ ２ ３

1000 万 円 以 下  2 291   44   298   667   747   402   78   55 

5000 万 円 以 下  3 438   28   271   800  1 162   855   188   134 

１ 億 円 以 下  1 068   7   37   162   370   301   111   80 

５ 億 円 以 下   585   5   14   64   133   179   89   101 

５ 億 円 を 超 え る   46   1   1   2   4   18   8   12 

算 定 不 能 ・ 不 詳

有  4 982   64   279   875  1 645  1 381   412   326 

1000 万 円 以 下  1 205   22   111   272   430   274   63   33 

5000 万 円 以 下  2 160   22   112   402   740   624   150   110 

１ 億 円 以 下   798   6   21   104   260   245   91   71 

５ 億 円 以 下   469   3   7   42   104   151   73   89 

５ 億 円 を 超 え る   40   1   1 -   4   14   8   12 

算 定 不 能 ・ 不 詳

無  2 890   34   389   910   927   469   92   69 

1000 万 円 以 下  1 086   22   187   395   317   128   15   22 

5000 万 円 以 下  1 278   6   159   398   422   231   38   24 

１ 億 円 以 下   270   1   16   58   110   56   20   9 

５ 億 円 以 下   116   2   7   22   29   28   16   12 

５ 億 円 を 超 え る   6 - -   2 -   4 - - 

算 定 不 能 ・ 不 詳   134   3   20   35   49   22   3   2 

代 理 人 弁 護 士 の
関 与

総

数

３

年

を

超

え

る

月

以

内

月

以

内

月

以

内

年

以

内

年

以

内

年

以

内

遺 産 の 価 額

総 数  7 872   98   668   395  1 785  2 572  1 850   504 

  444   13   47   90   156   95   30   13 

  11   310   10   27   55   107   73   27 
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遺産分割事件のうち認容・調停成立件数（｢分割をしない｣

を除く）―分割の方法別―全家庭裁判所 

第 52 表 

総

数

配

偶

者

子

そ

の

他

土 地   413   123   405   72 

建 物   60   35   55   12 

現 金 等   454   280   394   128 

動 産 そ の 他   46   26   46   10 

代 償 金 取 得   36   118   340   248 

土 地 ・ 建 物   640   334   624   74 

土 地 ・ 現 金 等   221   74   202   31 

土 地 ・ 動 産 そ の 他   20   5   15   5 

建 物 ・ 現 金 等   53   34   49   5 

建 物 ・ 動 産 そ の 他   4   6   4   2 

現 金 等 ・ 動 産 そ の 他   46   46   48   16 

土 地 ・ 建 物 ・ 現 金 等   820   367   642   79 

土 地 ・ 建 物 ・ 動 産 そ の 他   97   42   84   12 

土地・現金等・動産その他   33   13   33   1 

建物・現金等・動産その他   10   9   6   2 

土地・建物・現金等・動産その他   278   139   208   25 

そ の 他 1）  4 633   125  3 500   525 

 6 655  1 247 

分 割 の 方 法

総 数  7 864  1 776 

（注）「分割の方法」の相続人が２種類以上にわたる場合には，重複計上してある。 
１）代償金を支払う旨の定めがされたものである。 


